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内容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対象：15～49歳で無職の方（ご家族・関係者・在学中でも可）
日時：６月28日（水）　10時～12時
場所：朝日町役場　１階  相談室
問合せ・申込先：北勢地域若者サポートステーション　TEL 359－7280

　毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共同参画週間」として、様々
な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深
めることを目指しています。
　職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの取組が必
要です。「男だから」「女だから」といった性別役割意識にとらわれず、個
性と多様性を尊重し、誰もが生きがいを感じられる男女共同参画社会づくり
について考えてみませんか。

　取引や証明に使用するはかりは、２年に１度検査が必要です。このため、三重県計量検定所
では次のとおり定期検査を実施します。

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談

（無料・要予約）

in朝日
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「無くそう思い込み、守ろう個性
みんなでつくる、みんなの未来」

はかりの検査を受けましょうはかりの検査を受けましょう

問い合わせ先　三重県計量検定所　TEL 059－223－5071　　産業建設課　TEL 377－5658

①商店・スーパー：精肉・鮮魚・青果・惣菜の内容量表記での販売用
②農業：穀物・椎茸・製茶・鶏卵・青果等の庭先販売用、行商用
③病院・薬局：薬の調剤用、体重測定用（健康診断用）
④官公所：体重測定用（学校、幼稚園等の健康診断用）
⑤宅配取扱業（コンビニエンスストア等の取次も含む）：宅配便用

日　時　７月４日（火）　10時30分～14時30分　　場　所　朝日町役場　駐車場　
手数料　計量器の種類や能力によって異なります。
　　　　支払いは現金でお願いします。

●対象となる計量器●

６月23日から29日は
男女共同参画週間です


